
平成 22 年（2010 年）４月１日発行（4）第 1207 号 広 報 き し わ だ

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保

険
料
率
は
、
２
年
ご
と
に
都
道

府
県
ご
と
に
あ
る
広
域
連
合
が

決
定
し
ま
す
。
平
成
22
年
度
・

23
年
度
の
保
険
料
率
が
改
定
さ

れ
、
大
阪
府
で
の
保
険
料
率
は

次
の
通
り
に
な
り
ま
し
た
。

◆
平
成
22
年
度
・
23
年
度
の

　

保
険
料
率

・・
被
保
険
者
均
等
割
額
…

４
万
９
０
３
６
円

・・
所
得
割
率
…
９
・
３
４
％

◆
保
険
料
の
納
付
方
法
と

　

お
知
ら
せ

(1)
普
通
徴
収
の
人
（
年
金
か

ら
の
天
引
き
で
な
い
場
合

【
納
付
書
な
ど
で
納
付
の
場

合
】
）

　

７
月
に
平
成
22
年
度
の
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
の
決
定

（
本
算
定
）
に
係
る
「
保
険
料

額
決
定
通
知
書
」
と
「
納
入
通

知
書
」
の
一
体
型
通
知
書
を
送

付
し
ま
す
。

　

納
付
書
や
口
座
振
替
な
ど
の

方
法
で
、
７
月
か
ら
平
成
23
年

３
月
ま
で
の
９
期
に
分
け
て
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。

※　

平
成
21
年
度
は
普
通
徴
収

で
納
付
し
、
平
成
22
年
４
月

（
ま
た
は
６
月
）
か
ら
新
た

に
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る

人
は
、
平
成
21
年
度
の
保
険

料
額
を
基
に
仮
徴
収
額
を
決

定
し
ま
す
（
通
知
書
を
送
付

し
ま
す
）
。

※　

10
月
か
ら
特
別
徴
収
（
年

金
か
ら
の
天
引
き
）
に
変
更

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

(2)
特
別
徴
収
の
人
（
年
金
か
ら

の
天
引
き
の
場
合
）

　

年
金
受
給
額
が
年
額
18
万
円

以
上
の
人
は
、
原
則
、
年
６
回

(

偶
数
月)

の
年
金
受
給
時
に
、

年
金
か
ら
の
天
引
き
で
保
険
料

を
納
付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

①
仮
徴
収
（
４
月
、
６
月
、

８
月
分
の
年
金
か
ら
の
天
引

き
）
に
つ
い
て

　

平
成
21
年
中
の
所
得
が
確
定

し
て
い
な
い
た
め
、
仮
徴
収
額

で
納
付
い
た
だ
き
ま
す
。

　

平
成
22
年
２
月
の
保
険
料
が

年
金
か
ら
の
天
引
き
で
あ
っ
た

場
合
、
４
月
の
年
金
受
給
時
に

は
２
月
と
同
額
を
仮
徴
収
額
と

し
て
納
付
い
た
だ
き
ま
す
（
通

知
は
行
い
ま
せ
ん
）
。

　

６
月
、
８
月
分
の
納
付
で
、

４
月
分
と
同
額
が
適
当
で
な
い

と
市
が
判
断
し
た
場
合
、
変
更

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
（
こ

の
場
合
は
変
更
通
知
を
送
付
し

　

保
険
料
は
、
被
保
険
者
ご
と

に
等
し
く
負
担
す
る
「
被
保
険

者
均
等
割
額
」
と
所
得
に
応
じ

て
負
担
す
る
「
所
得
割
額
」
の

保
険
な
ど
）
の
被
扶
養
者
で

あ
っ
た
人
に
対
す
る
軽
減

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
す
る
日
の
前
日
に
お
い
て
、

被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で

あ
っ
た
人
は
、
所
得
割
額
は
課

さ
れ
ず
、
被
保
険
者
均
等
割
額

の
９
割
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

(3)
所
得
割
額
の
軽
減

　

所
得
割
額
の
賦
課
対
象
者
の

う
ち
、
所
得
割
額
算
定
に
か
か

る
「
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金

額
等
」
が
58
万
円
以
下
（
年
金

所得の判定区分所得の判定区分 軽減割合軽減割合
軽減後の被保険者軽減後の被保険者
均等割額（年額）均等割額（年額）

①下欄②に該当する被保険者であり、かつ、当
該世帯の被保険者全員の各所得が０円である
（ただし、公的年金等控除額は80万円とす
る）

９割  4,903円

②世帯の総所得金額等が、基礎控除額（33万
円）を超えない

8.5割  7,355円

③世帯の総所得金額等が［基礎控除額（33万
円）＋24.5万円×被保険者の数（被保険者で
ある世帯主を除く）］を超えない

５割 24,518円

④世帯の総所得金額等が［基礎控除額（33万
円）＋35万円×被保険者の数］を超えない

２割 39,228円

※　上表にある「世帯」とは「同一世帯内の被保険者と世帯主」をいいます。
※　上表の「総所得金額等」には、専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上

の規定は適用されません。また、65歳以上で公的年金等控除を適用する場
合、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除します。

※　世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定対象とな
ります。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

――

保
険
料
に
関
す
る
お
知
ら
せ

保
険
料
に
関
す
る
お
知
ら
せ――

保
険
料
率
に
つ
い
て　

後
期

高
齢
者
医
療
制
度
の
医
療
費

（
自
己
負
担
額
を
除
く
額
）

は
、
国
、
府
、
市
の
公
費
で

約
５
割
、
75
歳
未
満
の
人
が

負
担
す
る
後
期
高
齢
者
支
援

金
で
約
４
割
、
残
り
約
１
割

を
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

被
保
険
者
が
負
担
し
て
い
ま

す
。

　
　

今
回
の
改
定
で
は
、
府

の
基
金
か
ら
の
繰
入
金
の
活

用
な
ど
の
抑
制
策
が
と
ら
れ

ま
し
た
が
、
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
で
の
医
療
費
の
増
大

や
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
を

負
担
す
る
若
年
者
人
口
の
割

合
の
低
下
な
ど
に
よ
り
、
平

均
で
約
５
％
の
引
き
上
げ
と

な
り
ま
し
た
。

※　

保
険
料
率
算
定
根
拠
に

関
す
る
詳
細
は
、
大
阪
府
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(http://ww

　
w.kouikirengo-osaka.jp

　

/)
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

平
成
平
成
2222
年
度
・

年
度
・
2323
年
度
の
保
険
料
率
が
改
定
さ
れ
ま
し
た

年
度
の
保
険
料
率
が
改
定
さ
れ
ま
し
た

平
成
平
成
2222
年
度
の
保
険
料
額
は
７
月
に
決
定
し
ま
す

年
度
の
保
険
料
額
は
７
月
に
決
定
し
ま
す

ま
す
）
。

②
本
算
定
後
の
特
別
徴
収
（
10

月
、
12
月
、
２
月
分
の
年
金

か
ら
の
天
引
き
）
に
つ
い
て

　

10
月
、
12
月
、
２
月
の
年
金

受
給
時
に
、
平
成
21
年
中
の
所

得
に
基
づ
い
て
計
算(

本
算
定)

さ
れ
た
年
間
保
険
料
額
か
ら
、

仮
徴
収
な
ど
で
納
付
済
み
の
金

額
を
差
し
引
い
た
額
を
、
支
払

回
数
に
振
り
分
け
て
納
付
い
た

だ
き
ま
す
（
７
月
中
旬
に
通
知

書
な
ど
を
送
付
し
ま
す
）
。

◆
保
険
料
納
付
を
口
座
振
替
に

変
更
す
る
に
は

・
特
別
徴
収
か
ら
口
座
振
替
に

変
更
す
る
に
は
…
市
内
の
金

融
機
関
（
銀
行
、
郵
便
局
な

ど
）
で
口
座
振
替
の
手
続
き

を
し
た
う
え
で
、
高
齢
介
護

課
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

・
普
通
徴
収
の
人
で
新
た
に
口

座
振
替
に
変
更
す
る
に
は
…

市
内
の
金
融
機
関
の
窓
口
で

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問 合問 合
▼
制
度
に
関
す
る
次
の
こ
と　

大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
事
務
局

　

・
保
険
料
と
資
格
に
関
す
る
こ
と
…
資
格
管
理
課
（

06
・
４
７
９
０
・
２
０
２
８
）

　

・
給
付
に
関
す
る
こ
と
…
…
…
…
…
給　

付　

課
（

06
・
４
７
９
０
・
２
０
３
１
）

　

・
制
度
全
般
に
関
す
る
こ
と
…
…
…
総
務
企
画
課
（

06
・
４
７
９
０
・
２
０
２
９
）

▼
保
険
料
の
納
付
、
そ
の
他
各
種
届
け
出
に
関
す
る
こ
と

　

市
高
齢
介
護
課
高
齢
医
療
担
当
（

423
・
９
４
６
８
）

保
険
料
の
計
算
方
法

保
険
料
の
計
算
方
法

※ 

次
の
(1)
、
(2)
の
両
方
に
該

当
す
る
時
は
、
軽
減
割
合
の

高
い
方
の
基
準
が
適
用
さ
れ

ま
す
。

(1)
所
得
に
応
じ
た
保
険
料
の
軽

減

　

世
帯
の
所
得
の
水
準
に
応
じ

て
、
保
険
料
の
被
保
険
者
均
等

割
額
（
４
万
９
０
３
６
円
）
が

一
定
の
割
合
で
軽
減
さ
れ
ま
す

（
表
①
参
照
）
。

(2)
被
用
者
保
険
（
会
社
の
健

康
保
険
や
共
済
組
合
、
船
員

保険料(年額)保険料(年額)
賦課限度額50万円賦課限度額50万円

＝
被保険者均等割額(応益分)被保険者均等割額(応益分)
被保険者１人当たり49,036円被保険者１人当たり49,036円

＋

所得割額(応能分)所得割額(応能分)
被保険者の所得(※)被保険者の所得(※)

××
所得割率9.34％所得割率9.34％

※　所得割額の算定所得は基礎控除後の総所得金額等（下段の算定方法を参
照）を基準とします。

＜主な基礎控除後の総所得金額等(被保険者の所得)の算定方法＞

①給 与 の 場 合 … (給与収入金額－給与所得控除)－基礎控除(33万円)

②公的年金の場合 … (年金収入金額－公的年金等控除)－基礎控除(33万円)

③その他の場合 … (収入金額－必要経費)－基礎控除（33万円）

※　複数の所得がある場合、基礎控除額の適用は一度のみとなります。

図①　保険料の計算式
保
険
料
の
軽
減

保
険
料
の
軽
減

合
算
か
ら
な
り
ま
す
。

　

保
険
料
の
算
定
は
、
被
保
険

者
ご
と
に
行
い
ま
す
（
図
①
参

照
）
。

人
間
ド
ッ
ク
費
用
の
一
部
助

人
間
ド
ッ
ク
費
用
の
一
部
助

成
事
業

成
事
業

　

４
月
か
ら
被
保
険
者
を
対
象

に
、
人
間
ド
ッ
ク
受
診
費
用
の

一
部
を
助
成
す
る
制
度
が
始
ま

り
ま
す
。

　

人
間
ド
ッ
ク
を
受
け
、
費
用

を
一
旦
負
担
し
た
後
、
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。
後
日
、
ご
指
定

の
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。

※　

支
給
は
同
一
年
度
１
回
で

す
。
ま
た
、
人
間
ド
ッ
ク
を

受
診
し
た
場
合
は
、
後
述
の

健
康
診
査
を
受
け
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

対
象　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
で
今
年
４
月
以
降
に
人

間
ド
ッ
ク
を
受
診
し
た
人

申
請
に
必
要
な
も
の　

受
診
し

た
人
間
ド
ッ
ク
の
領
収
書
と

検
査
結
果
通
知
書
、
後
期
高

齢
者
医
療
の
被
保
険
者
証
、

振
込
口
座
の
わ
か
る
も
の

(

通
帳
な
ど)

、
印
鑑(

認
印)

支
給
金
額　

２
万
６
千
円
（
費

用
が
２
万
６
千
円
未
満
の
場

合
は
そ
の
金
額
）

申
請
場
所　

高
齢
介
護
課
高
齢

医
療
担
当

平
成
平
成
2222
年
度
の
健
康
診
査
受

年
度
の
健
康
診
査
受

診
券
を
発
送
し
ま
す

診
券
を
発
送
し
ま
す

　

「
健
康
診
査
受
診
券
」
を
４

月
中
旬
に
送
り
ま
す
（
年
度
途

中
の
新
た
な
加
入
者
に
は
、
誕

生
月
の
翌
月
当
初
に
順
次
送
付

し
ま
す
）
。

受
診
方
法　

受
診
券
に
記
載
さ

れ
た
有
効
期
限
内
に
、
府
内

の
医
療
機
関
な
ど
で
事
前
に

予
約
し
、
受
診
し
て
く
だ
さ

い
。
受
診
は
無
料
（
１
回
の

み
）
で
す
。
受
診
時
に
受
診

券
と
後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
証
を
窓
口
で
提
示
し
て

く
だ
さ
い
。

※　

75
歳
と
な
る
年
度
内
に
、

既
に
国
民
健
康
保
険
の
「
特

定
健
診
」
を
受
診
し
た
人

は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

で
の
受
診
は
ご
遠
慮
く
だ
さ

い
。

医
療
費
通
知
を
発
送
し
ま
す

医
療
費
通
知
を
発
送
し
ま
す

　

医
療
費
負
担
の
仕
組
み
や
健

康
に
対
す
る
認
識
を
深
め
て
い

た
だ
く
た
め
、
被
保
険
者
の
皆

さ
ん
に
医
療
費
の
通
知
を
年
３

回
、
送
付
し
ま
す
。

医
療
費
通
知
の
主
な
内
容　

受

診
年
月
、
医
療
機
関
名
、
診

療
区
分
、
受
診
日
数
、
医
療

費
の
総
額

社
会
保
険
料
控
除
の
適
用

社
会
保
険
料
控
除
の
適
用

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を

支
払
っ
た
人
に
は
、
所
得
税
・

個
人
住
民
税
の
社
会
保
険
料
控

除
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

※　

確
定
申
告
用
の
保
険
料
納

付
証
明
書
は
、
毎
年
１
月
頃

に
、
前
年
中
に
支
払
っ
た
額

の
お
知
ら
せ
を
発
行
す
る
予

定
で
す
。

収
入
の
み
の
場
合
は
、
そ
の
収

入
が
２
１
１
万
円
以
下
）
の
人

は
、
所
得
割
額
が
一
律
50
％
軽

減
さ
れ
ま
す
。

※　

所
得
に
応
じ
て
、
保
険
料

軽
減
や
自
己
負
担
割
合
の
判

定
を
行
い
ま
す
の
で
、
所
得

の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

所
得
が
無
い
場
合
は
そ
の
旨

を
高
齢
介
護
課
高
齢
医
療
担

当
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

◆
保
険
料
軽
減
の
参
考
例
（
平

成
22
年
度
）

(1)
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

の
、
単
身
世
帯
の
場
合
（
年

金
収
入
の
み
）
…
表
②
参
照

(2)
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
の
夫
婦
２
人
世
帯
（
世
帯

主
・
夫
）
の
場
合
（
年
金
収

入
の
み
）
…
表
③
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表①　所得に応じた保険料軽減判定表

年金収入金額年金収入金額
所得割額の所得割額の
軽減割合軽減割合

被保険者均等割額被保険者均等割額

軽減割合軽減割合 軽減後の額軽減後の額

80万円以下 負担なし ９割軽減 4,903円

80万円超 ～153万円以下 負担なし 8.5割軽減 7,355円

153万円超～168万円以下 ５割軽減 8.5割軽減 7,355円

168万円超～203万円以下 ５割軽減 ２割軽減 39,228円

203万円超～211万円以下 ５割軽減 軽減なし 49,036円

211万円超 軽減なし 軽減なし 49,036円

夫の年金収入金額夫の年金収入金額
(妻の年金収入135万円以下)(妻の年金収入135万円以下)

所得割額の軽減割合所得割額の軽減割合 被保険者均等割額被保険者均等割額

夫夫 妻妻 軽減割合軽減割合 軽減後の額軽減後の額

80万円以下（妻の年金収入も
80万円以下の場合に適用）

負担なし

負担なし

９割軽減
夫婦各々  
4,903円

80万円超～153万円以下 負担なし 8.5割軽減
夫婦各々  
7,355円

153万円超～168万円以下 ５割軽減 8.5割軽減
夫婦各々  
7,355円

168万円超～192.5万円以下 ５割軽減 ５割軽減
夫婦各々 
24,518円

192.5万円超～211万円以下 ５割軽減 ２割軽減
夫婦各々 
39,228円

211万円超～238万円以下 軽減なし ２割軽減
夫婦各々 
39,228円

238万円超 軽減なし 軽減なし
夫婦各々 
49,036円

表②　単身世帯の場合（年金収入【注】のみ）

表③　夫婦２人世帯(世帯主：夫）の場合(年金収入【注】のみ）

保険料軽減の参考例（平成22年度)

【注】保険料算定に係る年金収入には遺族年金等の非課税年金は含みません。
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